
 

ｖ 

ウトリーチによる求人充足

支援に取り組み、雇用管理指

導援助も含めた支援を実施

します。 

◆多様な人材の活躍促進 

70歳までの就業機会確保

等に向けた環境整備や高齢

者の処遇改善を行う企業へ

の支援として、65歳超雇用推

進助成金の周知等に取り組

みます。 

◆女性活躍推進・ハラスメン

ト対策 

４月から義務化された男

女間賃金差異・女性管理職比

率の情報公表の周知等に取

り組みます。 

ハラスメント防止措置を

講じていない事業主への厳

正な指導の実施等により、法

の履行確保を図ります。 

◆仕事と育児・介護の両立支

援等 

両立支援等助成金の活用

を推進し、仕事と育児・介護

の両立ができる職場環境整

備を図ります。 

 

◆安全で健康に働くことが

できる環境づくり 

 長時間労働の抑制や、労働

者が安全で健康に働くこと

ができる環境の整備等に取

り組みます。 

 

人事部門の AI活用 

～経団連「HR 部門におけ

る AI 等の活用に関する報

告書」より  
 

◆人事部門でも進む AI の活

用 

現在、AIの普及が急速に進

んでいます。企業において

も、従業員が業務上 AI を利

用する場面が増えているで

しょう。 

この動きは、企業の人事部

門（①採用、②人材配置、③

人材育成、④労務管理）にお

いても例外ではありません。

大企業を中心とした例にな

りますが、日本経済団体連合

会（経団連）より、HR部門に

おいて AI 等を活用している

企業やシステム開発事業者

へのヒアリングを実施（回答

企業 75 社）した報告書が公

表されています。 

   

◆どのような場面で使われ

ているのか  

同報告書によれば、HR部門

での活用状況をみると、「採

用」（25社）が一番多く、そ

の具体的内容としては「応募

者スクリーニング」（15社）

を挙げる企業が多くなってい

ます。次いで多い「労務管理」

（22 社）の具体的内容では

「労務相談の一次対応」（19

社）が多く、さらに「人材育

成」（20社）では、「面談サ

ポート」（14社）が多い結果

となっています。 

◆企業によるガバナンス体

制の構築が必要 

同報告書では HR 部門にお

ける AI 等の活用の大前提と

して、「HR 部門での AI 活用

はあくまで人間の意思決定の

サポート機能として活用する

ことが肝要」とされ、求めら

れる対応として、「適切に対

応するためのガバナンス体制

の構築が必要」とされていま

す。 

労働力不足の中、今後一層、

業務における AI 利用が進む

と予想されます。様々なリス

クに対応するためにも、企業

が主導しての社内 AI 利用体

制の整備が必要になってくる

でしょう。 

 

●身体が暑さに慣れてい

ない時季です。熱中症に

ご注意ください。 

 

 

信者情報の開示請求を挙げ

ていることから、自社が誹謗

中傷の被害にあったりプラ

イバシーを侵害するような

情報が掲載されたりした場

合に備えて、方法を確認して

おくとよいでしょう。 

 

◆法務省が手引きを公表 

 法務省が４月 15 日に公表

した『インターネット上の誹

謗中傷書き込み削除依頼の

手引き』には、Googleや LINE

ヤ フ ー 、 Instagram や

Facebook などを運営する

Meta といった主なプロバイ

ダ、サーバの管理・運営者ご

とに、自ら削除依頼を行う場

合の手順が掲載されていま

す。「削除依頼フォーム」のど

の項目をクリックするのか、

どの選択項目にチェックを

入れるのかなどが解説され

ており、削除依頼のメールテ

ンプレートも掲載されてい

ます。 

 

令和８年度地方労働行政

運営方針のポイント 

地方労働行政運営方針と

は、厚生労働省が労働行政に

おける重点課題への対応方

針をまとめたものです。今年

度の企業向け施策の主なポ

イントは、以下です。 

◆賃上げに向けた支援・非正

規労働者の処遇改善等に関

する支援 

賃上げに取り組む企業へ

の支援として、賃上げ支援助

成金パッケージの周知や価

格転嫁・取引適正化の徹底を

図ります。 

非正規労働者の処遇改善

等に取り組む事業主を支援

するキャリアアップ助成金

の各コースの周知等を実施

します。 

◆労働移動の円滑化 

賃金上昇を伴う中途採用

者の雇用拡大を図る事業主

への支援として、早期再就職

支援等助成金（中途採用拡大

コース）の周知等に取り組み

ます。 

◆人手不足対策 

全ハローワークで医療・介

護・保育分野の事業所へのア

インターネット上で自社に

対する誹謗中傷の書込み

を見つけたら？ 
 

◆違法・有害情報に関する相

談は高止まり傾向 

 総務省がまとめたインタ

ーネット上の違法・有害情報

に関する報告書によると、違

法・有害情報相談センターに

寄せられた令和６年度の相

談件数は 6,403件で、令和５

年度の 6,463件に引き続き高

止まり傾向にあります。 

 相談者の属性は「個人」

85.2％ 、「 個人 事業主 」

8.2％、「企業・団体」5.7％と、

個人の割合が圧倒的に多く

なっています。 

 

◆カスタマーハラスメント

対策の観点から押さえてお

くべきこと 

 一方で、今年 10 月から企

業にはカスタマーハラスメ

ント対策を講じることが義

務とされます。 

厚生労働省の『カスタマー

ハラスメント対策企業マニ

ュアル』では、「SNS／インタ

ーネット上での誹謗中傷型」

のハラスメント行為への対

応例として、ホームページ等

の運営者への削除請求や発
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